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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
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提
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文
化
審
議
会
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会
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あ
り
方
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関
す
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対
し
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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
法
制
問
題
小
委
員
会
（
以
下
「
法
制
問
題
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
著
作
権

法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
総
合
的
な
観
点
か
ら
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
小
委
員
会
と
し
て
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科

会
（
以
下
「
著
作
権
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

法
制
問
題
小
委
員
会
は
、
著
作
権
分
科
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
う
ち
著
作
権
分
科
会
の
会
長
が
指
名
し

た
大
学
教
授
四
名
、
弁
護
士
一
名
及
び
著
作
権
に
関
係
す
る
団
体
に
属
し
て
い
る
者
十
五
名
の
計
二
十
名
の
委
員
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
者
は
著
作
権
の
教
育
研
究
若
し
く
は
法
務
を
専
門
と
し
、
又
は
放
送
、
美
術
、
出
版
、
映

画
、
音
楽
、
写
真
、
文
芸
、
新
聞
、
情
報
技
術
産
業
等
、
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
、
著
作
物
の
権
利
者
及
び
利
用
者
の
立
場

で
、
長
年
著
作
権
実
務
に
携
わ
り
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
そ
の
実
務
に
精
通
し
て
い
る
者

で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
法
制
問
題
小
委
員
会
の
目
的
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
い
構
成
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

著
作
権
分
科
会
及
び
法
制
問
題
小
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
平
成
十
六
年
二
月
四
日
を
も
っ
て
終
了
し
て
い
る
が
、
今
後

新
た
に
著
作
権
分
科
会
又
は
法
制
問
題
小
委
員
会
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
充
実
し
た
審
議
が
い
た
だ
け
る
よ
う
、
会
議
の

一



目
的
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
い
委
員
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
消
費
者
団
体
選
出
委
員
は
、
著
作
権
分
科
会
の
会
長
の
指
名
を
受
け
て
お
ら
ず
、
法
制
問
題
小
委
員
会
に
は
属

し
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
制
問
題
小
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の

目
的
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
利
益
の
観
点
も
含
め
、
総
合
的
な
観
点
か
ら
審
議
い

た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

な
お
、
法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
け
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
還
流
防
止
措
置
の
検
討
に
お
い
て
は
、
消
費
者
利
益
の
観
点

か
ら
の
審
議
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
消
費
者
団
体
選
出
委
員
に
協
力
を
依
頼
し
、
第
六
回
か
ら
第
八
回
ま
で
の
法
制
問
題
小

委
員
会
に
お
い
て
発
言
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

著
作
権
分
科
会
の
議
事
は
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
運
営
規
則
（
平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
文
化
審
議
会
著
作
権

分
科
会
決
定
）
第
四
条
に
お
い
て
、
原
則
公
開
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
分
科
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
分

科
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規

二



定
に
基
づ
き
、
著
作
権
分
科
会
及
び
著
作
権
分
科
会
に
設
置
さ
れ
る
小
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

の
著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
、
会
議
、
議
事
要
旨
及
び
会
議
資
料
を
公
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
議
事
の

傍
聴
に
つ
い
て
は
、
一
般
傍
聴
に
対
し
て
十
分
に
対
応
で
き
る
だ
け
の
会
場
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
社
団
法
人
日
本

新
聞
協
会
、
社
団
法
人
日
本
専
門
新
聞
協
会
、
社
団
法
人
日
本
雑
誌
協
会
及
び
社
団
法
人
日
本
外
国
特
派
員
協
会
に
加
盟
す

る
各
社
の
記
者
に
限
り
認
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
議
事
要
旨
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
出
席
者
の
各
発
言
に
関
し
て
発
言

者
の
氏
名
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
委
員
か
ら
で
き
る
だ
け
活
発
な
発
言
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
、

同
日
の
分
科
会
に
お
い
て
、
著
作
権
分
科
会
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
「
関
係
者
間
で
合
意
形
成
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
事
項
等
」
の
資
料
に
お
い

て
関
係
者
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
、
関
係
す
る
権
利
を
業
と
し
て
取
り
扱
う
者
で
あ
っ
て
、
制
度
改
正

を
要
望
す
る
団
体
等
及
び
当
該
制
度
改
正
に
反
対
す
る
権
利
者
又
は
事
業
者
の
団
体
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
関
係
者
間
で

協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
事
項
の
進
ち
ょ
く
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
「
輸
入
権
」
の
創
設
（
海
外
で
合

法
的
に
作
ら
れ
た
レ
コ
ー
ド
の
輸
入
へ
の
対
応
）
」
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
と
し
て
、
社
団
法
人
日
本
レ
コ
ー
ド
協
会
、
社

三



団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
等
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
法
制
問
題
小
委
員
会
に
お
け
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
還
流
防
止

措
置
の
検
討
に
お
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
消
費
者
利
益
の
観
点
か
ら
の
審
議
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
消

費
者
団
体
選
出
委
員
に
協
力
を
依
頼
す
る
な
ど
し
て
、
消
費
者
利
益
の
観
点
に
つ
い
て
、
十
分
に
審
議
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
も
、
法
制
問
題
小
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
、
審
議
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


